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（単位：百万円）

事業費 国　費 事業費 国　費 事業費 国　費

728,795 252,664 822,861 271,959 0.89 0.93

市　街　地　整　備 725,015 250,774 818,661 269,859 0.89 0.93

まちづくり交付金 590,385 233,175 640,000 251,000 0.92 0.93

都市再生推進事業 10,653 8,242 11,064 8,650 0.96 0.95

都市再生総合整備事業 5,283 2,872 5,385 2,971 0.98 0.97

3,565 1,624 3,683 1,723 0.97 0.94

1,718 1,248 1,702 1,248 1.01 1.00

まち再生総合支援事業 5,370 5,370 5,679 5,679 0.95 0.95

市街地再開発事業等 15,119 5,400 16,799 6,000 0.90 0.90

暮らし・にぎわい再生事業 15,119 5,400 16,799 6,000 0.90 0.90

都市開発事業調査等 298 298 413 413 0.72 0.72

独立行政法人都市再生機構 77,521 3,600 118,201 3,600 0.66 1.00

19,465 59 21,160 196 0.92 0.30

(13,574) (0) (11,024) (0) 1.23 －

都市開発資金 11,574 0 11,024 0 1.05 －

3,374 0 3,024 0 1.12 －

200 0 200 0 1.00 －

6,000 0 7,800 0 0.77 －

(4,000) (0) (0) (0) 皆増 －

2,000 0 0 0 皆増 －

道路環境整備（都市再生） 3,780 1,890 4,200 2,100 0.90 0.90

都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）＜非公共＞ 340 150 0 0 皆増 皆増

729,135 252,814 822,861 271,959 0.89 0.93

（注）１．暮らし・にぎわい再生事業は、市街地整備課所管分を含む。また、同事業は、この他に住宅局所管分がある。

　　　２．都市開発事業調査費等は、市街地整備課所管分を含む。

　　　３．独立行政法人都市再生機構には、都市機能更新事業、防災環境軸整備事業、土地有効利用事業、防災公園街区整備事業、宅地供給推進事業及びまちなか

　　　　　再生・まちなか居住推進事業の合計額を計上している。また、住宅局所管分を含む。

　　　４．民間都市開発事業の事業費は、土地取得・譲渡事業、債務保証事業、まち再生総合支援事業に係るものを除いている。また、国費は土地取得・譲渡事業

　　　　　に係る補給金である。

　　　５．都市開発資金の用地先行取得資金には、防災緑地分を含む。また、上段（　）書きは、地方公共団体分を含んだ計数である。

　　　６．都市環境改善支援事業は、市街地整備課所管分及び公園緑地・景観課所管分を含む。

都市環境維持・改善事業資金融資

Ⅰ．平成21年度予算事業費・国費総括表

区　　　　　　　　分
平成21年度(A) 前　年　度(B) 倍　率(A/B)

合　　　　　　　計

都　市　地　域　環　境　整　備

民間都市開発推進資金融資

土地集約・整形化有効利用等推進計画作成事業

用地先行取得資金融資

都市再生機構事業資金融資

民間都市開発事業

都市再生総合整備事業
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Ⅱ．主な新規施策・拡充等

○ 地域の活性化に向けた取組の推進

人口減少や高齢化の進展と相まって、地方都市を中心にまちの魅力・活力の悪化

が急速に進んでいるとともに、近年の市町村合併の進展や地方財政の悪化等を背景

に、きめ細かなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている。加えて、不動産市

場への資金流入の減少や資材価格の高騰により、まちづくりが進みにくくなってい

る状況も見られる。

こうした状況にかんがみ、傷んだまちの修復等による地方都市再生や住民・企業

によるまちの魅力の維持・向上を図るため、民間主体・地域参加により都市環境の

維持・改善を図る取組に対してその隘路を解消するための総合的な支援を行い、も

って持続可能なまちづくりを推進する。
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１．まちづくり交付金の拡充

○ まちづくり交付金による国の施策に関連した都市再生への支援の強化

まちづくり交付金により地域の創意工夫を活かした全国都市再生を推進する。

また、中心市街地の活性化、歴史まちづくり、低炭素型まちづくり等、国と

して特に推進すべき施策に関連した都市再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、

これら施策に関連する一定の要件を満たす地区については、まちづくり交付金

の交付率上限を現行４０％から４５％に拡充する。

事業費 ５，９０４億円（０．９２倍）、国 費 ２，３３２億円（０．９３倍）

都市拠点の形成
都市再生特別措置法に基づく
都市再生緊急整備地域関連

中心市街地活性化

中心市街地活性化法に基づく
中心市街地活性化基本計画関連

都市再生整備計画を中心市街地活性化基本計画等の区域
内で作成し、中心市街地活性化基本計画等の目標のために
実施する事業への限定的、集中的な支援を実施

歴史まちづくり
歴史まちづくり法に基づく

歴史的風致維持向上計画関連

駅前広場 歩道拡幅

公園

駐車場・駐輪場

まちづくり活動支援

地域交流ｾﾝﾀｰ

国国として特に推進すべきとして特に推進すべき施策に関連した都市再生への支援の強化施策に関連した都市再生への支援の強化
（交付率上限を４５％に拡充）（交付率上限を４５％に拡充）

低炭素型まちづくり
環境モデル都市等における

環境・交通まちづくり

中心市街地活性化
基本計画区域等

都市再生整備
計画区域
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２．民間主体・地域参加による持続可能なまちづくりの推進 

 

 ○  大型都市再生プロジェクトや地方の都市開発事業に対する資金支援  

  地方都市における都市の再生を促進し、地域の活性化を図るため、大規模

商業施設のリニューアル等における早期支援の実施を可能にするとともに、

大都市における都市機能の高度化を図るため、民間都市開発推進機構による

支援手法を追加する。 

 

事業費 １１３．７億円（０．８４倍）、 国 費 ５３．７億円（０．９５倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年
２００７年

以前

平均事業

規模
エリア

１０～２０

億円

県庁所在

都市圏

２０～１００
億円

地方中核

都市圏

１００～５００
億円

三大都市圏

５００億円超都心５区

２００８年
２００７年

以前

平均事業

規模
エリア

１０～２０

億円

県庁所在

都市圏

２０～１００
億円

地方中核

都市圏

１００～５００
億円

三大都市圏

５００億円超都心５区

外
資
系
金
融
機
関

外
資
系
金
融
機
関

都
銀
・
信
託
等

都
銀
・
信
託
等

地
銀
等

地
銀
等

金融環境の悪化、不動産関連企業の倒産増加・経営困難化に伴い、優良な都市開発事業に
対する公的支援がなければ事業が停滞し、地域の活性化に大きな障害となる

現在の環境に対応するため支援を拡充

金融環境の悪化、不動産関連企業の倒産増加・経営困難化に伴い、優良な都市開発事業に
対する公的支援がなければ事業が停滞し、地域の活性化に大きな障害となる

現在の環境に対応するため支援を拡充

出資・社債取得等

（都市再生ファンド投資法人を活用）

参加事業

サブプライムローン問題前後の資金流入のイメージ
民間都市開発推進機構

の支援策

まち再生出資

外
資
系
金
融
機
関

都
銀
・
信
託
等

都
銀
・
信
託
等地

銀
等

地
銀
等

エリア選別が進むとともに不動産事業に対する融資審査が厳格化

①地方都市における社債取得の実施

外資等が行っていた社債（特に劣後債）取得
による資金供給が困難に

昨今の金融情勢の変化

・【参加事業】による融資（シニア）
・【まち再生出資】（エクイティ）による支援
（呼び水としての支援）

地方都市（まち交エリア）の都市開発支援策

都市再生整備計画区域において【劣後債取得】の支援を追加

中心市街地の核であ
りながら衰退した商業
施設

市街地環境の悪化を防
ぎ、中心市街地の賑わい
を維持

ＳＰＣが
リニューアル

再生

②地方中心市街地の核となる大型商業施設再生

土
地
取
得
（見
込
み
含
む
）

【1～２年程度】

民都支援の
早期化

この時点では建築
物の詳細まで決定
する必要がない

土壌汚染対
策も実施

土
地
整
形
・
整
序

着

工

竣
工
・
開
業

民
都
支
援

（運用改善）
（現行）

③民間都市再生事業等の土地取得段階からの支援実施 ④土壌汚染対策費の公共施設等整備費への算入

土壌汚染対策の必要性により用地費が小さくなった事業への
支援を行い、土壌汚染地の再生に寄与

物件取得段階に支援を早期化

公共施設等整備に必要な土壌汚染対策費を支援対象に追加
金融支援の早期化を図ることで、土地取得段階からの都市開

発事業の事業立ち上げを促進する
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○住民・企業等によるまちの魅力の維持・向上

・都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）の創設

民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境改善活動（エリアマ

ネジメント）を促進するため、国として特に推進すべき施策により都市環境が

創出される地域・地区において、計画コーディネートや、公共・共用空間の利

活用等を内容とする都市環境維持・改善計画の作成に加え、同計画に基づき行

われるモデル的な社会実験・実証事業等の取組に対して支援する。

事業費 ３．４億円（皆増）、 国 費 １．５億円（皆増）

【都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）のイメージ】
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・都市環境維持・改善事業資金融資（都市開発資金）の創設

地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推

進するため、まちづくり会社等が自立・持続的な地域のエリアマネジメントを

目的として、空き地・空き店舗の活用、駐車場の整備等のハード事業を行う場

合に、これらを都市環境維持・改善事業と位置付け、その事業資金に対して地

方公共団体を通じて無利子貸付を行う。

事業費 ４０．０億円（皆増）、 国 費 ０億円（ － ）

住民・地権者による、地域価値を高めるまちづくりの推進

都市再生整備計画にもとづき

都市環境維持・改善事業を施行

自立・持続的な地域のエリアマネジメント活動を支援
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３．暮らし・にぎわい再生事業の拡充

地方都市における敷地面積要件の緩和、既存建築物を含めた施設購入方式の

導入等を行い、中心市街地における公共公益施設や居住施設等の都市機能の集

積を強力に推進することにより、中心市街地活性化のさらなる促進を図る。

事業費 １５１億円（０．９０倍）、国 費 ５４億円（０．９０倍）
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４．都市再生総合整備事業の拡充

○ 土地集約・整形化有効利用等推進計画作成事業の拡充

独立行政法人都市再生機構が有する市街地整備等に関するノウハウとマンパ

ワーを活用し、都市再生・地域再生を促進するため、土地集約・整形化有効利

用等推進計画作成事業による独立行政法人都市再生機構への補助を公の政策目

的に資する地区に重点化して平成２５年度まで延長する。

事業費 １７億円（１．０１倍）、国 費 １２億円（１．００倍）

都市再生機構が行うコーディネート業務

・初動期及び計画段階のコーディネートを行うことに

より、円滑な民間事業者の事業参画を誘導

・都市再生機構と民間事業者のパートナーシップによ

る共同開発により民間事業者の進出を促進

・都市再生機構が自ら基盤整備等の事業を実施し、民

間事業者の立地を誘導

民間の投資環境整備

構想段階 計画段階 事業実施段階

■初動期コーディネート

・まちづくりに関する情報提供・

各種調査の実施

・関係者間の合意形成支援

■計画コーディネート

・民間事業者の誘致・誘導
・事業推進体制の提案

■事業コーディネート

・民間再開発事業等の事務局
支援
・工事行程の調整

ＵＲのコー
ディネート

補助対象 国費

・事業スキーム等の提案

・行政との調整

・民間事業者のニーズ把握

・行政との調整 ・行政との開発等協議

・都市計画の提案
一例

民間事業者を都市再生へ誘導

茨城県ひたちなか市勝田駅東口地区

都市再生機構が行うコーディネート業務

・初動期及び計画段階のコーディネートを行うことに

より、円滑な民間事業者の事業参画を誘導

・都市再生機構と民間事業者のパートナーシップによ

る共同開発により民間事業者の進出を促進

・都市再生機構が自ら基盤整備等の事業を実施し、民

間事業者の立地を誘導

民間の投資環境整備

構想段階 計画段階 事業実施段階

■初動期コーディネート

・まちづくりに関する情報提供・

各種調査の実施

・関係者間の合意形成支援

■計画コーディネート

・民間事業者の誘致・誘導
・事業推進体制の提案

■事業コーディネート

・民間再開発事業等の事務局
支援
・工事行程の調整

ＵＲのコー
ディネート

補助対象 国費国費

・事業スキーム等の提案

・行政との調整

・民間事業者のニーズ把握

・行政との調整 ・行政との開発等協議

・都市計画の提案
一例

民間事業者を都市再生へ誘導

茨城県ひたちなか市勝田駅東口地区
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５．都市・居住環境整備推進出資金の拡充

○ 都市機能更新型出資金の拡充

独立行政法人都市再生機構が都市機能更新型土地区画整理事業を実施する際に

取得する保留地に対して、出資金を充当することにより、市況に合わせ効率的・

段階的に保留地を処分することで、事業を円滑に推進し、都市再生の実現を図る。

事業費 ２９４億円（０．７３倍）、国 費 ３６億円（６．００倍）

○ まちなか再生・まちなか居住推進型出資金の拡充

中心市街地活性化を推進するため、当該出資金を活用して既存建築物を取得し、

増改築等を行って施設の有効活用を行う際の当該出資金の制度について以下の拡充

を行う。

○ 増改築等後の施設用途及び譲渡先について、現行は公益施設を地方公共団体に

譲渡する場合のみに出資金の活用が限定されているが、その制限を解除する

○ 施設用途が公益施設（地方公共団体が取得するものに限る）、社会福祉施設及

び生活利便施設の場合には、割賦譲渡（最長２０年）の対象とする

事業費 ３０億円（１．００倍）、国 費 ０億円（ － ）
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Ⅲ．事業別概要

１．まちづくり交付金

（１）目 的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを

実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の

質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

（２）概 要

市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当

するために交付する交付金である。

① 都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標 と目標を実現する（注１）

ために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成。

② 交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針等に適合し

ている場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付。

③ 事後評価

（注国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価

を求めることとし、その結果等について確認し公表。２）

(注１) まちづくりの目標の設定

まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定。

例）目標：駅周辺の賑わいを再生する

指標：来街者数､居住者数(可能な限り数値化・指標化を図る)等

(注２) 数値化された指標の達成状況を評価

（３）交付対象

都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。

・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理

事業、市街地再開発事業 等

・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等

・市町村の提案に基づく事業

・各種調査や社会実験等のソフト事業

（４）交付期間

概ね３～５年

（５）交付率

事業費に対して概ね４割（交付金の額は一定の算定方法により算出）

10



○ まちづくり交付金予算額

（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

まちづくり交付金 590,385 233,175 640,000 251,000 0.92 0.93

新規事項 （ｐ．３参照）

○まちづくり交付金による国の施策に関連した都市再生への支援の強化

中心市街地の活性化、歴史まちづくり、低炭素型まちづくり等、国として特

に推進すべき施策に関連した都市再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、これ

ら施策に関連する一定の要件を満たす地区については、まちづくり交付金の交

付率上限を現行４０％から４５％に拡充する。

まちづくり交付金のイメージ
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２．都市再生総合整備事業

○総合整備型 拠点整備型・

１ 目 的（ ）

大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利

用地において、都市再生をうながすトリガー 引き金 となる地区への都市基盤施設（ ）

等の集中的な整備を実施するとともに、都市拠点の形成に資する民間都市開発事業

等を促進することにより、円滑な土地利用転換を公民協働で推進することを目的と

する。

２ 概 要（ ）

○総合整備型

国土交通大臣が指定する地域において、先行的都市基盤施設の整備やコーディネ

ート等、ハード事業からソフト事業までをパッケージにして総合的に支援する。

① 対象区域

１ 都市 居住環境整備重点地域） ・

都市構造再編の観点から都市基盤施設整備、面的整備及び拠点形成等の重点的

、 。な実施が必要不可欠な地域等として 国土交通大臣が指定する相当規模の地域

（ ） ）③ １ に対応

２ 特定地区）

都市 居住環境整備重点地域のうち、特に一体的かつ総合的に都市の再構築を・

（ ） ） ）進めるべき区域。 ③ ２ ～５ に対応

② 事業主体 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間等：

③ 補助対象 補助率・

） （ ： ）１ 基本計画策定に要する費用 補助率 1/2

） （ ： ）２ 整備計画策定、コーディネートに要する費用 補助率 1/2

） （ ： ）３ 都市基盤施設の整備に要する費用 補助率 1/2

４ 地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設の整備に要する費用 補） （

： ）助率 1/3

） （ ： ）５ 既存施設の除却、移転に要する費用 補助率 1/2

※民間等については間接補助 補助率 1/3 とし、２ 、４ 、５ に限る。（ ： ） ） ） ）

○拠点整備型

総合整備型の対象区域以外において、都市構造の再編や広域的な連携を進めるう

えで中核となる都市拠点整備を重点的に支援する。

① 対象地区

基幹的な事業の実施に併せ、市民共有の優れた街並みの形成、魅力ある都市拠点

の形成を図るべき社会的経済的条件を備えている地区。

② 事業主体 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、協議会、民間等：

③ 補助対象 補助率・
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１ 地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設の整備、既存施設の除）

（ ： ）却、移転及び総合基本設計書の策定に要する費用 補助率 1/3

２ １ の整備事業又は都市拠点整備総合計画に位置付けられた市街地再開発事業） ）

等の基幹的な事業を促進する関連公共施設の整備に要する費用 補助率 通常事（ ：

）業の補助率に同じ

） （ ： ）３ 都市拠点形成の促進方策を検討するための調査に要する費用 補助率 1/3

○都市再生総合整備事業予算額
（ ： ）単位 百万円

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

都市再生総合整備事業 11,061 4,872 9,592 4,523 1.15 1.08

都市 地域整備局 7,345 3,514 7,883 3,823 0.93 0.92（ ・ ）

住宅局 3,716 1,358 1,709 700 2.17 1.94（ ）

注 社会資本整備事業特別会計 道路整備勘定 を含む。（ ） （ ）

○都市再生総合整備事業のイメージ ○都市 居住環境整備重点地域の指定状況・

重点地域の名称 位 置

札幌駅 大通駅周辺地域 北海道札幌市・

千葉市臨海部地域 千葉県千葉市

埼玉中枢都市圏業務核都市 埼玉県さいたま市
地域

川口 鳩ヶ谷地域 埼玉県川口市、鳩ヶ谷市・

・ 、 、 、川の手 荒川沿川地域 東京都墨田区 北区 荒川区

足立区、葛飾区、江戸川区

品川周辺地域 東京都港区、品川区

品川 大崎 五反田地域 東京都品川区・ ・

立川周辺地域 東京都立川市

京浜臨海部地域 神奈川県横浜市、川崎市

川崎中部 新鶴見都心地域 神奈川県横浜市、川崎市・

名古屋駅周辺地域 愛知県名古屋市

名古屋都心地域 愛知県名古屋市

岐阜市中心部地域 岐阜県岐阜市

堺市臨海 中心部地域 大阪府堺市・

大阪臨海 淀川左岸地域 大阪府大阪市・

尼崎市中心部地域 兵庫県尼崎市

北九州市地域 福岡県北九州市

長崎市中央部 臨海地域 長崎県長崎市・
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○ 土地集約・整形化有効利用等推進計画作成事業

（１）目 的

都市再生分野における民間の新たな事業機会を創出し、民間の潜在力を最大限に

引き出すため、都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備として、独立行政

法人都市再生機構が行うコーディーネート業務等を支援する。

（２）概 要

低未利用地の有効利用促進及び都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備

として行う既成市街地の整備改善のため実施される事業で、土地区画整理事業等の

手法を中心とする市街地整備により低未利用地の有効利用を図るべき地区等につい

て市街地の将来像を明らかにしつつ、計画策定、事業化に向けてコーディーネート

等を行う。

①補助対象者 独立行政法人都市再生機構 等

②補助対象内容

・地区現状調査

・地方公共団体や土地所有者等の開発・土地利用意向調査

・地区整備構想及び整備プログラムの作成

・関連公共施設や地区公共施設等の整備計画作成

・地区整備促進のためのコーディネート、関係者間の調整

・個別低未利用地の有効利用計画（開発事業計画）の作成及びその実現のための

コーディネート等、関係権利者及び事業者間の調整

・事業推進、事業化に係る調整等

・民間都市開発推進機構が前各号に掲げる事業を行うための基金の造成

③補助率

・１／２（ただし昭和４５年当時の人口集中地区（ＤＩＤ）及びこれに連続する

臨海部の土地の区域のうち、平成１９年度までに採択された地区に限り３／

４）

○都市再生総合整備事業(土地集約・整形化有効利用等推進計画作成事業)予算額
（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

都市再生総合整備事業

1,718 1,248 1,702 1,248 1.01 1.00土地集約・整形化有効利用

等推進計画作成事業

新規事項 （ｐ．８参照）

○独立行政法人都市再生機構が行うコーディネート等に対する補助制度の延長

独立行政法人都市再生機構への補助を公の政策目的に資する地区に重点化して平

成２５年度まで延長する。
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３．民間都市開発事業の推進 

 

（１）目  的 

   良好な市街地の形成と都市機能の維持・増進を図るため、民間資金とノウ

ハウを活用しつつ、民間事業者が行う都市開発プロジェクトに対し、低利資

金の供給や出資などによる支援を行い、その推進を図る。 

 また、地方都市における都市の再生を促進し、地域の活性化を図るため、

大規模商業施設のリニューアル等における早期支援の実施を可能にするとと

もに、大都市における都市機能の高度化を図るため、民間都市開発推進機構

による支援手法を追加する。 

 

（２）概 要 

   民間都市開発事業に対し、民間都市開発推進機構は、下記の支援を引き続

き行い、各業務における事業の着実な推進を図る。 

  ① 参加業務（21 年度予算額：6,000 百万円の内数） 

民間都市開発事業の施行に要する費用の一部を負担し共同事業者として

参加する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 都市再生支援業務（21 年度予算額：6,000 百万円の内数） 

   １）都市再生無利子貸付業務 

認定事業として一定の公共施設を整備する場合に、当該整備費用の

一部について無利子貸付を行う。 

   ２）出資・社債等取得業務 

認定事業の施行に要する費用の一部について、出資、社債等の取得

を行う。 

   ３）債務保証業務 

     認定事業の施行に要する資金の借入等に係る債務を保証する。 
 
 

国

無利子

民間都市開発推進機構

民間金融
機関 等

民間事業者

民
間
都
市
開
発
事
業

共同事業参加

借入

借入
発注

【参加業務 スキーム図】

特別会計
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③ まち再生総合支援業務 

   １）まち再生出資業務（21 年度予算額：5,170 百万円） 

     認定整備事業の施行に要する費用の一部について、出資等を行う。 

   ２）住民参加型まちづくりファンド支援業務（21 年度予算額：200 百万円） 

     住民参加型まちづくりファンド（公益法人等）に対し資金拠出を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無利子借入

国

無利子貸付

出資・
社債等取得

債務保証

都市再生
ファンド

市中資金

借入

（投資法人）

補助

再生事業

民間都市

都市再生緊急整
備地域内の大臣
認定事業

民都機構

無利子貸付

出資・社債等取得

債務保証

都市再生支援業務

【都市再生支援業務 スキーム図】

特別会計

 

補助

国

拠出

地方公共団体

・公益法人

住民 地元企業

資金拠出

住民やNPO等が行う
景観形成・観光振興等の
ためのまちづくり事業

助成

まちづくりファンド

一般会計

・地方公共団体が設置

・公益信託

・市町村長が指定する

NPO等の非営利法人

する基金

民
都
機
構

(※)

資金

（※）資金拠出の限度額は、以下のうち

・2,000万円（特例5,000万円）

・まちづくりファンドに対する地方

・まちづくりファンドの総資産額の1/3

も少ない金額

公共団体の拠出額

【住民参加型まちづくりファンド支援業務 スキーム図】

補助

国

出資等

市町村

民間都市開
発事業等

（大臣認定事業）基盤整備事業等まちづくり交付金

都市再生整備

計画区域等

民都機構

【まち再生出資業務 スキーム図】

一般会計
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  ④ ＰＦＩ無利子貸付業務（21 年度予算額：0 百万円） 

    公共施設の整備を行うＰＦＩ選定事業者への無利子資金の貸付を行う。 

 

⑤ 融通業務（21 年度予算額：0 百万円） 

民間都市開発事業を施行する者に対し、日本政策投資銀行等を通じて、

長期かつ低利の資金融通を行う。（なお日本政策投資銀行の株式会社化に

ともない、平成 20 年 10 月以降新規融通を行わない） 

 

   ⑥ 土地取得譲渡業務（21 年度予算額：0 百万円） 

民間都市開発事業の用に供される見込みのある土地の取得・管理及び譲

渡を行う。（なお、新規取得は平成 16 年度で終了） 

 

○民間都市開発事業予算額 
                                                         （単位：百万円） 

平成21年度(A) 前年度(B) 倍率(A/B)  

区    分  
事業費

 
国 費

 
事業費

 
国 費 

 
事業費 

 
国 費

都市再生推進事業 

 まち再生総合支援事業 

 （うち、まち再生出資事業） 

  （うち、住民参加型まちづくり

ファンド支援事業） 

 

都市開発資金 

民間都市開発推進資金融資 

 

      合   計 

 5,370

5,370

5,170

200

6,000

11,370

 5,370

5,370

5,170

200

0

5,370

 5,679

5,679

5,179

500

7,800

13,479

 5,679 

5,679 

5,179 

500 

 

 

 

0 

 

5,679 

0.95 

0.95 

1.00 

0.40 

 

 

 

0.77 

 

0.84 

0.95

0.95

1.00

0.40

-

0.95
  （注）本表のほか、民間都市開発推進機構補給金 59 百万円（前年度 196 百万円）がある。 
 
 

 
（ｐ．４参照） 

 

 

○ 地方都市における社債取得の実施 

   認定整備事業者等に対する支援の手法として、劣後債の取得を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
新 規 事 項 

一部地方都市において外資等が行っていた
社債取得等の資金供給が困難に

昨今の金融情勢の変化 銀行融資
（地銀等）

劣後社債取得

資本
（地元資本等）

【参加事業】

都市再生整備計画区域
（まち交エリア）の民都機構支援策・【参加事業】による融資（シニア）

・【まち再生出資】（エクイティ）による支援（呼び水としての支援）

地方都市（まち交エリア）の都市開発支援策

都市再生整備計画区域において
【社債取得】の支援を追加

【まち再生出資】

まち交エリアにおいて
不足していた支援メ
ニュー（【社債取得】）を
追加
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○ 地方中心市街地の核となる大型商業施設再生 

   都市再生に資する大型商業施設を再生するためのリニューアル事業に関して     

は、民間都市再生整備事業の認定に際して事業の概要及び費用等に係る事業      

計画に基づき認定を行い、当該事業について民都機構の支援を行うことを可      

能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 民間都市再生事業等の土地取得段階からの支援実施 

    金融支援の早期化を図ることで、都市開発事業の事業立ち上げを促進する。 

   

 

 

 

 

 

 

○ 土壌汚染対策費の公共施設等整備費への算入 

    公共施設等整備に必要な土壌汚染対策費を支援対象に追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 信託受益権を取得する法人に対する出資・劣後債取得 

    信託受益権の形で認定整備事業者から建築物及びその敷地に関する権利を取

得する者に対する出資・劣後債の支援手法の追加を行う。 

 

○ 都市再生ファンドの借入に対する債務保証 

    都市再生ファンドが行う認定事業者への支援に際し、都市再生ファンドが民

間金融機関から行う借入について、民間都市開発推進機構が債務保証を付する

手法を追加する。 

 

大型テナントの退店に加え、
多額の負債によって、経営
が立ち行かなくなり、衰退し
た商業施設

衰退が
長期化

中心市街地の来街者の減少
等市街地環境の悪化

市街地環境の悪化を防ぎ、
中心市街地の賑わいを維持

早期に再生

現所有者からの物件取得後、テナントの
入れ替え交渉を行いながらリニューアル
事業の詳細を確定させる。

⇒建築確認前の物件取得段階で
の支援早期化が重要

支援スキーム

建
築
確
認
・着
工

大
臣
認
定

民
都
支
援

竣
工
・
開
業

支援の前提成立（大臣認定）が建築確認後で

あり、竣工まで間がなく、効果的な支援になら

ず、再生スキームが成立しない。

民
都
支
援早期化

テ
ナ
ン
ト
交
渉

取
得

取
得
交
渉

土
地
取
得
（見
込
み
含
む
）

民都支援の
早期化

この時点では建築物の詳細
まで決定する必要がない

民
都
支
援

土壌汚染対
策も実施

土
地
整
形
・整
序

着

工

竣
工
・開
業

個人所有土地資産（Ｈ１５）
約748兆円 1,123万ｈａ

（うち8割が宅地）

法人所有土地資産（H15)
約406兆円 224万ｈａ

土壌汚染が存在する土地
（11.3万ｈａ、43.1兆円）

売却困難な土地
（10.8兆円

個人所有土地資産（Ｈ１５）
約748兆円 1,123万ｈａ

（うち8割が宅地）

法人所有土地資産（H15)
約406兆円 224万ｈａ

土壌汚染が存在する土地
（11.3万ｈａ、43.1兆円）

売却困難な土地
（10.8兆円

我が国における土壌汚染規模

土壌汚染対策
費が土地価格
の3割を超える

と土地売却が
困難化（全国
の土壌汚染地
の1/4程度にの
ぼるおそれ）

支援対象の拡充

通常事業の支援対象

公共施設等整備費
（建築物）

公共施設等整備費
に対応する用地費

公共施設等整備費
（建築物）

公共施設等整備費
に対応する用地費

公共施設等整備費
（建築物）

減価した用地費

土壌汚染が含まれる場合 現行の支援対象

土壌汚染地でありな
がら、開発適地であ
る土地における開発
を支援するため、土
壌汚染対策費を支援
対象に追加

土壌汚染対策費
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４．暮らし・にぎわい再生事業

（１）目 的

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計

画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多

目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設

等の都市機能等の導入を図る。

※１※２（２）事業要件

以下に掲げる要件に該当すること。

１）中心市街地活性化法に基づき認定された基本計画区域内

２）認定基本計画に位置付けられた都市機能導入施設又は賑わい空間施設で

あること

（都市機能導入施設に限る。）３）公益施設を含むものであること

（都市機能導入施設に限４）地階を除く階数が原則として３階以上であること

る。）

（都市機能導入施設に限る。）５）耐火建築物又は準耐火建築物であること

（複数のコア事業を行う場合又は三大都市圏（*）及び６）敷地面積等が1,000㎡以上

であ政令指定都市を除く地域において空きビル再生支援を実施する場合は500㎡以上）

ること

（※１）敷地面積1,000㎡未満の施設を含む小規模連鎖型の暮らし・にぎわい再生事業で、次の要件を満た

す場合は、敷地面積1,000㎡未満の施設にあっては、上記 3)～6) の要件を適用しない。

ⅰ）各施設の敷地面積等の合計が1,500㎡以上であること

ⅱ）各施設の都市機能導入施設の延床面積等の合計が1,000㎡以上であること

ⅲ）公益施設の延床面積の合計が整備される各施設の専有部分の延床面積の合計の1/10以上である

こと

（※２）三大都市圏（*）及び政令指定都市を除く地域においては、上記4)の要件を適用しない。

また当該地域において都市機能まちなか立地支援を実施する場合は、上記5)の要件「耐火

建築物又は準耐火建築物であること」を「空地の整備、消火施設の増強等により、周辺市

街地への延焼を防ぐための代替措置がなされていること」と読み替える。

（*）「三大都市圏」とは、首都圏整備法（昭和31年法律第83号）に定められた既成市街地、近郊整備

地帯、近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）に定められた既成都市区域、近郊整備区域及び中部圏

開発整備法（昭和41年法律第102号）に定められた都市整備区域のことをいう。

（３）事業概要

１．コア事業

（補助率 １／３ ）①都市機能まちなか立地支援 ※３

中心市街地に都市機能導入施設を整備することにより、中心市街地に不足

している都市機能の集積を推進する。

【補助対象】 調査設計計画費、土地整備費、まちなか立地に伴い追加的※４
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に必要となる施設整備費、賑わい交流施設整備費、供給処理施

設整備費 、空地等整備費 、その他施設整備費 、事務費※５ ※５ ※５

（補助率 １／３ ）②空きビル再生支援 ※３

中心市街地の既存建築物を都市機能導入施設として再生することにより、

中心市街地に不足している都市機能の集積を推進する。

【補助対象】 調査設計計画費、改修工事費（認定基本計画に位置付けら※６

れた機能導入に要する整備費） 、共同施設整備費（空地等・※７

供給処理施設・その他の施設）、賑わい交流施設整備費、事務

費

（補助率 １／３）③賑わい空間施設整備

多目的広場等の整備を行うことにより、中心市街地の賑わい空間の創出を

推進する。

【補助対象】 調査設計計画費、建築物除却費、公開空地整備費、事務費※４

２．附帯事業

（補助率 １／３）①計画コーディネート支援

【補助対象】再生事業計画の作成に要する費用、コーディネート業務に要す

る費用

（補助率 １／３）②関連空間整備

【補助対象】 駐車場の整備費、緑化施設等の整備費※４

(※３)一定の要件を満たす場合には、補助率を1/15加算する。

(※４)いずれも購入費を含む。

(※５)市街地再開発事業等の採択要件を満たす場合に限る。

(※６)施設の購入費のうち、都市機能まちなか立地支援における補助対象施設に相当する価格

分を含む。

(※７)利子相当額（当該工事費の23％）とする。ただし、商業等については専有する面積に1/2

を乗じた面積を用いる。

（４）事業実施主体

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、中心市街地活性化協議会、

民間事業者 等

（５）経過措置

改正中心市街地活性化法施行日から平成２４年度末までは、「認定基本計

画に位置付けられた」については、「認定基本計画に位置付けられ、又は位

置付けられることが確実と見込まれる」と読み替える。
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○暮らし・にぎわい再生事業予算額

（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

暮らし・にぎわい再生事業 9,000 10,000 0.90 0.9025,202 28,006

［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］［都市・地域整備局］ 5,400 16,799 6,000 0.90 0.90［ ］15,119

［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］［住宅局］ 3,600 11,207 4,000 0.90 0.90［ ］10,083

※市街地整備課所管分を含む。

新 規 事 項 （ｐ．７参照）

○地方都市における支援の充実

地方都市における空きビル再生支援について、対象施設の敷地面積要件をおおむね

５００㎡以上に引き下げる（現行：単体でおおむね１，０００㎡以上等）。

○都市機能まちなか立地支援及び空きビル再生支援等における施設購入方式の導入

様々な不動産の利活用バリエーションに対応するため、都市機能まちなか立地支援

及び空きビル再生支援等における施設購入方式を導入する。

○賑わい交流施設の範囲の拡大

図書館を賑わい交流施設として補助対象とする。

○経過措置の延長

認定中心市街地活性化基本計画への位置付けに係る要件の経過措置の延長を行う。

（現行 平成21年8月21日まで→平成25年3月31日まで）
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５．都市開発事業調査等

（１） 目 的

我が国の経済が持続的に発展していくよう、経済活動の基盤であり、かつ多くの

国民の生活の拠点となっている都市を魅力と国際的競争力を備えたものに再生する

ことを目的として、都市再生推進のための事業実施及び事業制度の検討に係る調査

を行う。

（２） 概 要

喫緊の国家的課題である都市再生を推進するため、

・既成市街地における都市の再構築のための総合的な事業方策に関する検討調査

・まちづくり事業に係る情報の整備や提供に関する調査

・社会経済情勢の変化に対応した効果的なまちづくり方策に関する検討調査

・総合的なまちづくりの事業効果分析に関する検討調査

等の調査を行う。

○ 都市開発事業調査等予算額

（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市開発事業調査等 298 298 413 413 0.72 0.72

※市街地整備課所管分を含む
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６．独立行政法人都市再生機構

（１）目 的

独立行政法人都市再生機構は、平成２１年度を初年度とする第２期中期計

画に基づき、これまで培った都市再生に係るノウハウ等を活用し、民間投資

を誘発し、都市再生に資する事業への重点化とその着実な推進を図る。

（２）概 要（都市・地域整備局所管分）

① 都市機能更新事業については、大都市地域等における都市構造の再編、

副都心・業務核都市の形成、中心市街地の活性化等を目的とする広域拠点

の整備のため土地区画整理事業（香椎副都心地区他６地区）及び市街地再

開発事業（北仲通地区他２地区）を引き続き推進する。

② 防災環境軸整備事業については、密集市街地において、都市計画道路と

その沿道区域が一体となって避難路及び延焼遮断帯として機能する防災環

境軸の整備を引き続き推進する。

③ 土地有効利用事業については、細分化土地や工場跡地等の低未利用地等

の有効利用を図るため、周辺の土地を含めた土地の整形・集約化や基盤整

備を行い、民間事業者等に譲渡する事業を引き続き推進する。

④ 防災公園街区整備事業については、地震災害等に対し脆弱な構造となっ

ている既成市街地において、防災公園と周辺市街地の整備改善の一体的な

実施を引き続き推進する。

⑤ まちなか再生・まちなか居住推進事業については、地方公共団体の要請

に基づき低未利用地を取得した上で、土地の集約化等権利調整を伴う事業

を行い、中心市街地の再生を推進する。

⑥ 国との設置及び管理に係る協議に基づき、国営公園内の特定公園施設に

ついて、公園利用者への適切なサービス提供を確保しつつ、既存施設の適

正な管理を実施する。

⑦ 宅地供給推進事業のうち地方都市業務については、地域社会の経済、文

化等の中心としてふさわしい都市の開発整備を図るため、居住、高等教育、

研究、福祉・文化、業務・商業等の機能を備えた総合的な都市開発を行う

ための宅地整備を引き続き推進する。
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○ 独立行政法人都市再生機構予算額（都市・地域整備局所管分）

（単位：百万円）

平成２１年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)

区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都 市 機 能 更 新 29,446 3,600 40,241 600 0.73 6.00

防 災 環 境 軸 整 備 0 0 2,500 0 0.00 －

土 地 有 効 利 用 20,845 0 37,956 0 0.55 －

防 災 公 園 街 区 整 備 10,044 0 15,663 0 0.64 －

3,000 0 3,000 3,000 1.00 0.00まちなか再生・まちなか居住推進

宅 地 供 給 推 進 14,186 0 18,841 0 0.75 －

合 計 77,521 3,600 118,201 3,600 0.66 1.00

（注）１．都市機能更新は、住宅局所管分を含む。

２．防災環境軸整備、土地有効利用、防災公園街区整備及びまちなか再生・まちなか居住推進は住宅局との共管

である。

３．宅地供給推進は、地方都市分を計上している。

４．このほかに補給金 9百万円（前年度17百万円）がある。

新規事項

○独立行政法人都市再生機構が行うコーディネート等に対する補助制度の延長

（p.８参照）

土地集約・整形化有効利用等推進計画作成事業において、独立行政法人都

市再生機構への補助を公の政策目的に資する地区に重点化して平成２５年度

まで延長する。

○都市・居住環境整備推進出資金（都市機能更新型）の拡充（p.９参照）

都市機能更新を促進するために、独立行政法人都市再生機構が実施する土

地区画整理事業の施行に伴い取得する保留地を投入対象に追加する。

○都市・居住環境整備推進出資金（まちなか再生・まちなか居住推進型）の

拡充（p.９参照）

中心市街地の活性化を推進するため、既存建築物を取得し、増改築等を行

って施設の有効活用を行う際、増改築等後の施設用途及び譲渡先の拡充を行

う。また、施設用途が公益施設（地方公共団体が取得するものに限る）、社

会福祉施設及び生活利便施設の場合には割賦譲渡（最長２０年）の対象とす

る。
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７．都市開発資金

（１）用地先行取得資金

① 目 的

良好かつ活力あるまちづくりに不可欠な街路、公園等の都市施設の整備や、

再開発事業等の面的な市街地整備を行う際に必要な用地の先行取得について、

地方公共団体に資金を低利・長期で貸付けることにより、円滑な都市整備を

《参考》貸付金利1.1%（H21年1月現在）、償還期間10年以内(据置4年以内)推進する。

② 概 要

地方公共団体等が行う道路、公園等の用地、再開発事業等の面整備事業の

種地等を先行取得するために必要な資金を、地方公共団体に対し、低利で貸

付けを行い、都市整備の一層の推進、土地の有効高度活用を図る。

（２）都市再生機構事業資金

① 目 的

独立行政法人都市再生機構が行う面的整備事業に係る工事費等を対象に、

資金を無利子で貸し付けることによって事業の強力な推進を図り、喫緊の課

題である都市の再開発及び居住環境整備を推進する。

② 概 要

都市再生機構が行う面的整備事業を対象に、都市再生機構に対し無利子貸

付けを行う。
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一般会計 

社会資本整備事業特別会計（業務勘定） 

都市再生機構 
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（３）民間都市開発推進資金

① 目 的

良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もって地域社会の

健全な発展に寄与することを目的とする民間都市開発推進機構が行う参加業

務等に要する資金の一部として無利子貸付けを行う。

② 概 要

民間事業者が行う民間都市開発プロジェクトに対し、民間都市開発推進機

構が行う参加業務等に必要な資金の一部として無利子貸付を行うことで、民

間都市開発事業の一層の推進を図る。

○ 都市開発資金予算額（まちづくり推進課所管分）
（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

貸付金 国 費 貸付金 国 費 貸付金 国 費

3,374 0 3,024 0 1.12 －用 地 先 行 取 得 資 金 融 資

200 0 200 0 1.00 －都 市 再 生 機 構 事 業 資 金 融 資

6,000 0 7,800 0 0.77 －民 間 都 市 開 発 推 進 資 金 融 資

(4,000) (0) (0) (0)
2,000 0 0 0 皆増 －都市環境維持・改善事業資金融資

(13,574) (0) (11,024) (0) (1.23)
合 計 11,574 0 11,024 0 1.05 －

新規事項

○大型都市再生プロジェクトや地方の都市開発事業に対する資金支援

（ｐ．４参照）

地方都市における都市の再生を促進し、地域の活性化を図るため、大規模商

（注）上段（ ）書きは、地方公共団体負担分を含んだ計数である。
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業施設のリニューアル等における早期支援の実施を可能にするとともに、大都

市における都市機能の高度化を図るため、民間都市開発推進機構による支援手

法を追加する。

○都市環境維持・改善事業資金融資の創設（ｐ．６参照）

地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推

進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生整備推進法人又はまちづ

くり法人に貸付を行う地方公共団体に対する無利子貸付制度を創設する。

（参考）都市開発資金貸付金の構成

根拠法令：「都市開発資金の貸付けに関する法律」（昭和４１年法律第２０号）

○ 都市開発資金予算額
（単位：百万円）

財    　源　    内　 　訳

区　　　分 一 般 会 計 よ り 受 入 財 政 融 資 資 金 自 己 資 金 等

21年度 前年度 倍率 前年度 倍率 前年度 倍率 前年度 倍率

（A） （B） (C) (D) (C/D) (E) (F) (E/F) (G) (H) (G/H)

用地先行取得資金融資 3,374 3,024 1.12 0 0 - 0 0 - 3,374 3,024 1.12

    都市施設用地 3,374 3,024 1.12 0 0 -
　　<一般分> < 1,958 > < 2,783 > < 0.70 > < 0 >< 0 > < - > 0 0 - 3,374 3,024 1.12
　　<防災緑地> < 1,416 > < 241 > < 5.88 > < 0 >< 0 > < - >
　　都市機能更新用地 0 0 - 0 0 -

市街地再開発事業等資金 ( 7,074 ) ( 5,122 ) ( 1.38 )
融資 3,537 2,561 1.38 0 0 - 0 0 - 3,537 2,561 1.38

土地区画整理事業資金融資 ( 14,200 ) ( 9,566 ) ( 1.48 )
7,100 4,783 1.48 0 0 - 0 0 - 7,100 4,783 1.48

都市再生機構事業資金融資 545 545 1.00 0 0 - 0 0 - 545 545 1.00

特定公共用地等先行取得 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
資金融資

民間都市開発推進資金融資 6,000 7,800 0.77 0 0 - 0 0 - 6,000 7,800 0.77

都市環境維持・改善事業 ( 4,000 ) ( 0 ) -
資金融資 2,000 0 - 0 0 - 0 0 - 2,000 0 -

( 35,193 ) ( 26,057 ) ( 1.35 )
都市開発資金貸付金計 22,556 18,713 1.21 0 0 - 0 0 - 22,556 18,713 1.21

借入金償還　等 11,281 15,999 0.71 0 0 - 0 0 - 11,281 15,999 0.71

社会資本整備事業特別会計
（業務勘定） 33,837 34,712 0.97 0 0 - 0 0 - 33,837 34,712 0.97
歳　出　合　計

　（注１）上段（　）書きは、地方公共団体負担分を含んだ計数である。
　（注２）歳出合計には、社会資本整備事業特別会計（業務勘定）のうち、都市開発資金に係るものを計上している。

（A/B）

予　算　額

21年度 21年度21年度
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８．都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）

（１）目 的

民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境改善活動（エリアマ

ネジメント）を促進するため、国として特に推進すべき施策により都市環境が

創出される地域・地区において、計画コーディネートや、公共・共用空間の利

活用等を内容とする都市環境維持・改善計画の作成に加え、同計画に基づき行

われるモデル的な社会実験・実証事業等の取組に対して助成し、もって、まち

の魅力・活力の維持・向上を通じた地域参加型の持続可能なまちづくりの実現

と定着を図ることを目的とする。

（２）概 要

①計画コーディネート支援

【補助対象】まちづくり活動支援、計画立案・調整

【補助率】

・地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会施行 １／２（直接

補助）

・民間事業者等施行 １／３ （間接補助）

②都市環境維持・改善計画作成支援

【補助対象】住民意向調査等、コンサルタント派遣、都市環境維持・改善計画

作成

【補助率】

・地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会施行 １／２（直接

補助）

・民間事業者等施行 １／３ （間接補助）

③社会実験・実証事業等支援（民間事業者等施行のみ）

【補助対象】都市環境維持・改善計画に位置付けられた社会実験・実証事業等

【補助率】

・民間事業者等施行 １／３ （間接補助）

（３）事業実施主体

地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、民間事業者等

（４）対象地域・地区

国として特に推進すべき施策により都市環境が創出される①のいずれかに該

当する地区であって、かつ、②のいずれかに該当する地区とする。

①ⅰ）都市再生特別措置法第２条第３項の規定に基づく都市再生緊急整備地域

の区域

ⅱ）中心市街地の活性化に関する法律第９条第６項の規定に基づく認定を受

けた基本計画又は認定されることが確実と見込まれる同計画において定め
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る中心市街地の区域

ⅲ）歴史的風致の維持及び向上に関する法律第５条第８項の規定に基づく認

定を受けた歴史的風致維持向上計画の区域

ⅳ）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第４条

に規定する観光圏整備計画に定める滞在促進地区の区域であって同法第８

条第３項の規定に基づく認定を受けた観光圏整備実施計画にかかるもの

ⅴ）地域活性化統合事務局が選定した環境モデル都市（候補都市を含む。）

の区域

ⅵ）国土交通大臣の認定を受けた都市・地域総合交通戦略の区域及び軌道運

送高度化実施計画若しくは道路運送高度化実施計画が定められた地域公共

交通総合連携計画の区域

ⅶ）地域活性化統合事務局が定める都市再生プロジェクトに位置付けられた

密集市街地のうち特に大火の可能性の高い危険な市街地（重点密集市街

地）の区域

ⅷ）都市再開発法第２条の３第１項第１号に規定する計画的な再開発が必要

な市街地又は同条第１項第２号及び第２項に規定する特に一体的かつ総合

的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

ⅸ）景観法第８条の規定に基づく景観計画の区域又は同法第６１条の規定に

基づく景観地区

ⅹ）コミュニティの再生、防犯、緑化等、地区環境の維持・改善にかかる取

組が必要な区域のうち、都市計画法第１２条の５に規定する地区計画の区

域として位置づけられた、または位置づけられることが確実な区域

②１）現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると認められ

る土地の区域

２）公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域

であって、新たに良好な都市機能及び都市環境を創出する必要があると認

められるもの

３）地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪化するお

それがあると認められる土地の区域

○都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）予算額

（単位：百万円）

平成21年度(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

都市環境改善支援事業 150 0 皆増 皆増340 0

(エリアマネジメント支援事業)

※市街地整備課所管分及び公園緑地・景観課所管分を含む。

29



Ⅳ．行政経費の概要

１．都市再生推進経費

○ 都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）（新規）（P.5、P.28参照）

（１）目的・概要

民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境改善活動（エリアマネジ

メント）を促進するため、国として特に推進すべき施策により都市環境が創出され

る地域・地区において、計画コーディネートや、公共・共用空間の利活用等を内容

とする都市環境維持・改善計画の作成に加え、同計画に基づき行われるモデル的な

社会実験・実証事業等の取組に対して支援する。

（２）実施年度 平成２１年度～

（３）予 算 額 １５０，０００千円

２．地域活性化推進経費

○ 民間主体によるまちの形成・管理等まちづくり活動の促進方策に関する検討調査

（新規）

（１）目的・概要

民間主体によるまちの形成・管理等の個々の都市環境維持・改善活動を円滑に推

進できるよう、民間主体によるまちの形成・管理等の都市環境維持・改善活動のう

ち、全国的にみて汎用性が高く、典型的、代表的な個別事業（道路、公園等の高質

空間整備・利用、テナントリーシング・テナントミックス、コミュニティビジネス

等）をとりあげ、それらについて具体の事例分析等を通じ、手続き、技術的な留意

点、資金調達方法等を内容とする実践的なマニュアルを作成し提供する。

（２）実施年度 平成２１年度～平成２２年度

（３）予 算 額 １６，０００千円

○ 地域活性化に資する民間都市開発における資金調達手法に関する調査（新規）

（１）目的・概要

昨今のサブプライム問題等により不動産投資に対する資金調達が一層困難になり、

地域活性化に資する都市開発事業の実施が困難になっていることを踏まえ、実現可

能な投資スキーム及び効果的な支援策について調査・検討する。

（２）実施年度 平成２１年度

（３）予 算 額 ２７，２００千円
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○ 都市と産業の相互関係を踏まえた再活性化のあり方に関する調査（継続）

（１）目的・概要

過去に蓄積された産業施設や技術・ノウハウ等の資産をまちづくりに有効活用し

た事例を調査・研究するとともに、自治体等における利用可能な資産の発掘・査定

の手法及びその有効活用に向けて検討すべき項目を整理し、地域に発信する。

（２）実施年度 平成２０年度～平成２２年度

（３）予 算 額 ７，４０６千円

○ 地域のまちづくりの中心となるまちづくりコーディネーター育成システム検討調査

（継続）

（１）目的・概要

まちづくり組織が効果的に活動できた先進事例等から、中核となるべき人材（ま

ちづくりコーディネーター）の役割・必要な資質等を調査し、このような人材を育

成し、さらに継続的に育成していくシステムのあり方について検討する。

（２）実施年度 平成２０年度～平成２２年度

（３）予 算 額 １０，２５９千円

○ 中心市街地活性化検討調査（継続）

（１）目的・概要

まちづくり三法の見直しを踏まえた中心市街地活性化策について、円滑で持続可

能なものにしていくため、基本計画の進捗状況や達成度合いの検証を踏まえた計画

の見直しなどについてのケーススタディを実施し、計画の適切な推進を図るととも

に、まちづくり活動の中心的役割を担うまちづくり会社が抱えている財源確保や継

続的な事業展開といった共通的な課題への対応方策について検討する。

（２）実施年度 平成１６年度～

（３）予 算 額 ８，０００千円

３．独立行政法人都市再生機構に対する補給金（継続）

（１）目的・概要

独立行政法人都市再生機構の附則業務である旧地域振興整備公団の地方都市開発

整備等事業のうち、関連公共公益施設に係る地方公共団体から回収する資金につい

ての償還期間のうち据置期間（無利子）中の利子の一部を都市再生機構に対して補

。給するために必要な経費を交付し、事業の推進を図る

（２）実施年度 平成１２年度～（昭和４９年度から平成１１年度までは国土庁で計

上）

平成１６年６月まで旧地域振興整備公団に対して実施

（３）予 算 額 ９，０６４千円
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（１）独立行政法人都市再生機構

［都市機能更新］ （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成21年度(A) 前 年 度 (B) 比較増減(A-B) 倍率(A/B)

【 事 業 計 画 】

24,633 35,119 △ 10,486 0.70

23,310 29,028 △ 5,718 0.80

土 地 区 画 整 理 事 業 20,193 23,397 △ 3,204 0.86

市 街 地 再 開 発 事 業 3,117 5,631 △ 2,514 0.55

660 660 0 1.00

328 328 0 1.00

335 5,103 △ 4,768 0.07

3,870 6,805 △ 2,935 0.57

1,243 1,117 126 1.11

合　　　　　　計 29,746 43,041 △ 13,295 0.69

【 資 金 計 画 】

100 20,725 △ 20,625 0.00

0 0 0 -

3,600 900 2,700 4.00

0 2,665 △ 2,665 0.00

28,799 21,826 6,973 1.32

合　　　　　　計 32,499 46,116 △ 13,617 0.70

（注）１．住宅局所管分を含む。

      ２．まちなか再生・まちなか居住推進の出資金を含む。

［土地有効利用］ （単位：百万円）
区　　　　　　分 平成21年度(A) 前 年 度 (B) 比較増減(A-B) 倍率(A/B)

【 事 業 計 画 】
18,323 33,515 △ 15,192 0.55
15,390 22,782 △ 7,391 0.68
1,733 9,133 △ 7,401 0.19

0 0 0 -
1,200 1,600 △ 400 0.75

0 0 0 -
4,359 6,253 △ 1,894 0.70
863 888 △ 25 0.97

合　　　　　　計 23,545 40,656 △ 17,111 0.58
【 資 金 計 画 】

5,600 0 5,600 -
0 2,700 △ 2,700 0.00

17,999 38,296 △ 20,297 0.47
合　　　　　　計 23,599 40,996 △ 17,397 0.58

（注）１．住宅局と共管である。
      ２．まちなか再生・まちなか居住推進の出資金を含む。

建 設 利 息

財 政 融 資 資 金
政 府 出 資 金
自 己 資 金 等

共同化建築物等整備費
調 査 費
関連公共施設等整備費

事 務 費

自 己 資 金 等

直 接 建 設 費
用 地 購 入 費
用 地 造 成 費

財 政 融 資 資 金

財 投 機 関 債

政 府 出 資 金

民 間 借 入 金

調 査 費

関 連 公 共 施 設 等 整 備

事 務 費

建 設 利 息

Ⅴ．参 考

直 接 建 設 費

事 業 費

都市再生プラットフォーム事業
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［防災公園街区整備］ （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成21年度(A) 前 年 度 (B) 比較増減(A-B) 倍率(A/B)

【 事 業 計 画 】

9,760 14,688 △ 4,928 0.66

2,220 6,058 △ 3,838 0.37

11 22 △ 11 0.50

7,469 8,548 △ 1,079 0.87

60 60 0 1.00

0 0 0 －

172 649 △ 477 0.27

112 326 △ 214 0.34

合　　　　　　計 10,044 15,663 △ 5,619 0.64

【 資 金 計 画 】

0 3,075 △ 3,075 0.00

0 0 0 -

0 3,717 △ 3,717 0.00

5,074 5,713 △ 639 0.89

合　　　　　　計 5,074 12,505 △ 7,431 0.41
（注）住宅局と共管である。

［宅地供給推進］ （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成21年度(A) 前 年 度 (B) 比較増減(A-B) 倍率(A/B)

【 事 業 計 画 】

11,206 16,229 △ 5,023 0.69

810 1,127 △ 317 0.72

10,231 14,915 △ 4,684 0.69

165 187 △ 22 0.88

2,048 1,590 458 1.29

932 1,022 △ 90 0.91

合　　　　　　計 14,186 18,841 △ 4,655 0.75

【 資 金 計 画 】

0 0 0 ―

0 0 0 ―

9 17 △ 8 0.53

0 0 0 ―

0 10,858 △ 10,858 皆減

23,468 44,249 △ 20,781 0.53

0 0 0 ―

5,923 7,983 △ 2,060 0.74

合　　　　　　計 29,400 63,107 △ 33,707 0.47

縁 故 債

自 己 資 金 等

政 府 保 証 債

財 投 機 関 債

政 府 補 給 金

政 府 出 資 金

民 間 借 入 金

事 務 費

財 政 融 資 資 金

直 接 建 設 費

用 地 費

工 事 費

関連公共施設等整備費

建 設 利 息

財 政 融 資 資 金

政 府 出 資 金

民 間 借 入 金

自 己 資 金 等

調 査 費

関連公共施設等整備費

事 務 費

建 設 利 息

直 接 建 設 費

用 地 購 入 費

用 地 造 成 費

防 災 公 園 整 備 費
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（２）民間都市開発推進機構 （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成21年度(A) 前 年 度 (B) 比較増減(A-B) 倍率(A/B)

【 事 業 計 画 】

参 加 事 業 費 2,072 4,143 △ 2,071 0.50

融 通 事 業 費 0 0 0 －

ＰＦＩ無利子貸付事業費 0 0 0 －

助 成 ・ 調 査 研 究 事 業 費 35 34 1 1.03

民間立替施行型公共施設整備等無利子貸付事業費 － 500 △ 500 －

出資・社債等取得事業費 5,000 5,300 △ 300 0.94

まち再生参加事業円滑化基金支援業務費 52 52 0 1.00

ま ち 再 生 基 金 造 成 5,170 5,179 △ 9 1.00

ま ち 再 生 出 資 事 業 費 5,170 5,179 △ 9 1.00

住民参加型まちづくりファンド事業費 200 500 △ 300 0.40

支 払 利 息 1,326 1,538 △ 212 0.86

償 還 金 等 5,929 4,567 1,362 1.30

小　　　　　　計 24,954 26,992 △ 2,038 0.92

（土地取得譲渡事業分）

土 地 取 得 ・ 譲 渡 事 業 費 2,827 4,960 △ 2,133 0.57

償 還 金 等 97,354 105,321 △ 7,967 0.92

小　　　　　　計 100,181 110,281 △ 10,100 0.91

合　　　　　　計 125,135 137,273 △ 12,138 0.91

【 資 金 計 画 】

社会資本特会業務勘定借入金 6,000 7,800 △ 1,800 0.77

民 間 借 入 金 1,072 2,143 △ 1,071 0.50

政 府 補 助 金 収 入 5,370 5,679 △ 309 0.95

自 己 資 金 等 12,512 11,370 1,142 1.10

小　　　　　　計 24,954 26,992 △ 2,038 0.92

（土地取得譲渡事業分）

政 府 保 証 借 入 金 97,084 106,264 △ 9,180 0.91

自 己 資 金 等 3,097 4,017 △ 920 0.77

小　　　　　　計 100,181 110,281 △ 10,100 0.91

合　　　　　　計 125,135 137,273 △ 12,138 0.91

（注）上記のほか、港湾整備分がある。

（注）社会資本特会業務勘定借入金は、旧都市特会借入金である。
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